
番号 周辺目標/備考

４-１ 桜木ふれあい緑地 ●

４-２ 桜木中学校西側 ●

４-３ 桜みんなの公園北側 ●

４-４

４-５

４-６ ●

４-７

４-８ 世田谷中央病院　向かい ●

４-９ 上町まちづくりセンター前

４-１０

４-１１

４-１２ 東京都第二建設事務所前

４-１３

４-１４

４-１５ 世田谷地区会館前

４-１６

４-１７

４-１８

４-１９ ●

４-２０ 弦巻小学校裏門左側塀 ●

４-２１ 常在寺西側 ●

４-２２ グランコート西側 ●

４-２３ ●

４-２４ 事務センター裏 ●

４-２５ 三丁目公園角 ●

４-２６ ●

４-２７ 松丘小学校東側 ●

４-２８ サンピエス桜新町 ●

４-２９

４-３０

４-３１ ●

４-３２ デイホーム弦巻北側 ●

４-３３ ●

４-３４ デイホーム世田谷前 ●

４-３５ 桜三丁目公園 ●

４-３６ 世田谷二丁目ふれあい公園

桜１－２７－１０

桜１－４８－１５

世田谷１－１５－３

世田谷４－２５－１

弦巻２－１８－２１

弦巻３－１０－１４

【欠番】

【欠番】

【欠番】

【欠番】

世田谷３－１１－３

世田谷１－２３－５

世田谷１－３７

世田谷１－４１－２２

世田谷２－２９

世田谷２－２５－１０

【欠番】

【欠番】

【欠番】

上町まちづくりセンター管内　広報板所在地
（令和5年3月現在：計26か所）

設置場所

　５．●印の広報板は、右側横一列（３マス）が町会専用ス
ペ
　　ースとなりますので、貼らないでください。

　１．広報板の右側半分（地域コーナー）が掲示スペースです。

　２．掲示の際は、必ずホチキス（10号サイズ程度）を使用し
     てください。
    （画鋲の場合、踏んでけがをされる方がいます）

　３．掲示期間を厳守し、終了後は使用したホチキスの針も
含めて速やかにお取り外しください。

　４．広報板によっては、既存掲示物がいっぱいで、貼付で
きない場合がありますので、予めご了承願います。

桜２－３－８

桜３－１４－１３

世田谷２－２２－８

弦巻１－４２

弦巻３－２３

弦巻４－９ー１５

弦巻５－２６

桜３－９－５

弦巻５－１３－１９

世田谷４－１５－３

【使用不可】　期間：R4.1.11～R6.4.30

【欠番】

【欠番】

弦巻１－９

弦巻１－３４－１７

弦巻３－２５－１６

弦巻２－２３－１

上町地区広報板配置図
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